
午前９時５９分 開会

○議長（山本一成君） 平成２０年第３回別府市議会定例会は、成立いたしました。ただ

いまから開会をいたします。

地方自治法第１２１条の規定により、市長ほか関係者の出席を求めましたので、御了承

を願います。

本日の議事は、お手元に配付いたしております議事日程第１号により行います。

日程第１により、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により議長において指名いたします。

会議録署名議員に、

１３番 黒 木 愛一郎 君

１６番 池 田 康 雄 君

２４番 江 藤 勝 彦 君

以上３名の方々にお願いをいたします。

次に日程第２により、会期の決定を議題といたします。

今期定例会の会期は、本日から９月５日までの１２日間といたしたいと思いますが、御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本一成君） 御異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日から９月５日までの１２日間と決定をいたしました。

次に日程第３により、議第６７号平成２０年度別府市一般会計補正予算（第２号）から、

議第８５号別府市土地開発公社定款の変更についてまで、以上１９件を一括上程議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

（市長・浜田 博君登壇）

○市長（浜田 博君） 提案理由に先立ちまして、６月２７日、公務中の不慮の事故によ

り御逝去されました建築住宅課職員・故一木貞幸さんに対し、謹んで哀悼の言葉を申し上

げます。

一木さんは、平成１９年４月に別府市職員として採用され、建築住宅課で技術員として

誠実な姿勢で職務に励まれておられました。また、同年１２月には別府市消防団員の委嘱

を受け、別府市消防団第５分団に所属し、地域の防災活動に従事されておりました。

市職員の模範であった一木さんを失ったことは痛恨のきわみであり、これからの活躍が

期待されていたときだけに、まことに残念でなりません。

私どもは、このたびの訃報を受け、二度とこのような事故が起こらないよう、職場での

安全管理の徹底に努めてまいりたいと思います。

改めて、ありし日の温顔を仰ぎ見ながら、心より御冥福をお祈り申し上げます。

平成２０年第３回市議会定例会の開会に当たり、市政諸般の御報告を申し上げ、あわせ

て今回提出した諸議案の概要について御説明申し上げます。

初めに、第２次行政改革推進計画の平成１９年度の進捗状況について御報告いたします。

平成１９年度は、「職員定員の見直し」、「可燃ごみ収集業務の一部民間委託」、「使

用料・手数料の見直し」等に取り組み、目標額１１億４，５００万円に対し、目標を８億

５，０００万円上回る１９億９，６００万円の削減効果を達成いたしました。計画当初か

らの４年間の削減効果額の累計は、目標を２３億円上回る５７億８，７００万円となり、

すでに全体計画の額を上回る成果を上げております。

また、今年度の具体的な取り組みでは、市立保育所の再編計画の総仕上げとなる第３次

民間移管として、「あけぼの」、「平田」、「朝日」の３保育所の移管先が決定し、７月
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２５日に受託法人との基本協定締結を行いました。これにより、平成２１年４月から市立

保育所は、南部地区の中央保育所、西部地区の鶴見保育所、来年度整備が完了する北部地

区の内竈保育所の３施設となり、これら拠点保育所の運営を行う中で、多様化する保育ニ

ーズへの対応を図り、「安心して子供を産み育てられる環境」を整備してまいります。

行財政改革につきましては、今後とも議会や市民の皆様の御意見をいただきながら、健

全なる財政基盤の確立のため、最終年度の取り組みとしてさらなる強化を図ってまいりた

いと考えております。

次に、中心市街地活性化基本計画について御報告いたします。

５月２８日に国に申請しておりました「別府市中心市街地活性化基本計画」は、７月９

日に内閣総理大臣の認定を受けることができました。この計画では、「来ちょくれ、見ち

ょくれ、楽しんじょくれ～温泉文化が息づく暮らしのまち」を基本コンセプトに、官民で

３５事業を実施することとしております。この認定を大きな弾みとして、官民一体となっ

てにぎわいあふれる中心市街地の再生に努めてまいりたいと考えております。

次に、安心して暮らせる市民生活についての取り組みを御報告いたします。

平成１８年９月に発生した北浜２丁目のビル火災現場につきましては、この間手つかず

の状態でありましたが、７月１０日に解体作業を終了いたしました。現場は駅前通りの近

くであり、景観上や衛生面の問題、また通行人への危険等の問題を抱えておりましたが、

地元自治会関係者の皆様の御協力と土地及び建物の所有者の御理解により、速やかに作業

が完了したことを御報告いたします。

また、防災の取り組みでは、近年国内外で大規模な自然災害が頻繁に発生していること

から、７月３０日に大分県建設業協会別府支部と「大規模災害時における応急措置の作業

についての協定」を締結いたしました。同支部との連携により、災害発生時や災害が発生

するおそれがある場合、迅速な対応が図られ、市民の安全と安心を一層確保できるものと

考えております。

次に、別府湾スマートインターチェンジの運用開始について御報告いたします。

大分自動車道別府湾サービスエリアでのスマートインターチェンジ運用開始につきまし

ては、７月１４日に開催された第２回社会実験協議会において、９月１２日から開始する

ことが決定されました。これに伴い、別府商工会議所を中心とした「別府湾サービスエリ

ア『スマート・インターチェンジ』早期実現を目指す会」は、「別府湾スマートＩＣ広報

宣伝隊」を編成し、九州及び中国地方の高速道路のサービスエリアでのＰＲ活動等に取り

組まれております。スマートインターチェンジ導入により、別府インターチェンジの交通

渋滞緩和、観光施設へのアクセスの向上、緊急利用施設への搬送時間短縮等の効果が期待

されます。

次に、別府商業高等学校の県立移管についての御報告をいたします。

７月２日、別府商業高校の将来のあり方について諮問された「別府市立別府商業高等学

校改革検討委員会」より、「県立移管を目指すべき」との答申が提出されました。これを

受け、少子化が進む中、県立移管をすることが子どもたちにとって最良の教育環境となる

との結論に達したことから、県知事へ同校の県立移管を要請いたしました。今後も、子ど

もたちの豊かな人間形成を目指していくために、同校の県立移管について積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

次に、「チャレンジ！おおいた国体」について御報告いたします。

「チャレンジ！おおいた国体別府市おもてなし推進協議会」発足以後、「花いっぱい運

動」、「歓迎ステッカーやのぼり旗による宣伝活動」等の国体の機運を高める取り組みを

図ってまいりました。８月２０日には「チャレンジ！おおいた国体・チャレンジ！おおい

た大会別府おもてなし総決起大会」をビーコンプラザで開催し、両大会の成功と市民総参
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加でお客様を温かくお迎えすることを決定いたしました。また、大会では、新しく作成し

た「スマイルマーク」による笑顔を絶やさない「スマイルべっぷ運動」に取り組むことを

確認し、国体を契機にお客様を一層温かくお迎えしていくＯＮＳＥＮツーリズムを推進し

てまいりたいと考えております。

国体開会まで残り少なくなりましたが、万全な準備態勢を築き、市全体で両大会を盛り

上げていく取り組みを展開してまいります。

終わりに、財団法人別府商業観光開発公社の経営破綻問題の最終的な処理について御報

告いたします。

平成１０年に締結した諸契約の履行について、誠意ある対応を行うことを基本とし、こ

れまで関係者と協議してまいりました。このたび、関係者の合意を得ることができました

ので、最終的な処理に係る関連議案を本議会に提案させていただきました。市議会及び市

民の皆様の御理解を賜りたいと考えております。

以上、市政諸般についての御報告といたします。

続きまして、ただいま上程された各議案の主なものについて、その概要を御説明いたし

ます。

初めに一般会計予算でありますが、今回の補正額は２１億６，３３０万円で、これを既

決予算に加えますと、総額４２９億６，２５０万円となります。

総務費では、旧南小学校跡地を整備するに当たり、旧南小学校跡地に建設を予定してい

る複合施設の整備基本計画策定等に係る委託料を計上するとともに、前年度剰余金の確定

に伴い、地方財政法第７条第１項の規定に基づき、別府市財政調整基金積立金の追加額を

計上いたしております。

商工費では、別府商業観光開発公社に要する経費の追加額として、財団法人別府商業観

光開発公社の金融機関からの借入金に係る損失補償金及び専門店棟施設敷地売り払いに係

る内払金の返還金を計上いたしております。

また、先般認定されました「別府市中心市街地活性化基本計画」に基づき、中心市街地

の回遊性を高めるため、流川通り及び梅園通りの街路灯整備に要する経費を計上するとと

もに、「別府市中心市街地活性化協議会」が実施する空き店舗を活用した社会実験等に対

する補助金を計上いたしております。

教育費では、来春に予定されております別府中央小学校の開校に要する経費として、教

育環境の充実を図るための施設整備関連経費を中心に所要の予算を計上いたしております。

次に特別会計予算でありますが、今回補正します額は３億６，６１９万２，０００円で、

これを既決予算に加えますと、特別会計予算の総額は４８６億５，５６８万６，０００円

となります。

主なものといたしましては、競輪事業特別会計におきまして、前年度剰余金の確定に伴

う一般会計繰出金の追加額を計上いたしております。

次に予算外の議案につきましては、条例関係３件、その他１３件の計１６件を提案して

おりますので、その主なものについて御説明申し上げます。

議第７３号は、別府市別府勤労者体育センターのトレーニング室を廃止することに伴い、

条例を改正しようとするものであります。

議第７５号は、北部地域児童福祉施設新築工事の工事請負契約の締結について、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議

決を求めるものであります。

議第７６号は、北浜二丁目７９７番３外８筆の土地を株式会社トキハに売り払い等しよ

うとすることについて、地方自治法第９６条第１項第８号及び第１２号の規定により、議

会の議決を求めるものであります。
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議第７７号は、鉄輪むし湯の指定管理者に指定している鉄輪温泉共栄会が特定非営利活

動法人に移行したことから、移行後も引き続き指定管理者に指定しようとするものであり

ます。

議第７９号から議第８４号までの６件は、大分市外５市町と規約を定め、相互に委託し

ている証明書等の交付等に係る事務を変更しようとするものであります。

以上をもちまして、提出いたしました各議案の説明を終わります。

何とぞ慎重審議の上、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（山本一成君） 次に、監査委員から水道事業会計決算に対する審査意見の報告を

求めます。

○監査委員（櫻井美也子君） ただいま上程されました議第７０号平成１９年度別府市水

道事業会計の決算につきまして、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき審査いた

しましたので、その結果について御報告申し上げます。

まず、財政収支の状況でございますが、収益的収支の収入は２７億８，３７５万５，０

００円に対し、支出は２１億９，４２６万９，０００円となっています。

次に、資本的収支でございますが、企業債及び国・県補助金などの収入は１億８，５３

３万４，０００万円であり、これに対し建設改良費及び企業債償還金の支出は１６億３５

２万４，０００円で、差し引き１４億１，８１９万１，０００円の収入不足額となってい

ます。この不足額は、過年度分損益勘定留保資金６億２，９１５万３，０００円、利益剰

余金処分額５億４，４４１万１，０００円、建設改良積立金２億円、当年度消費税及び地

方消費税、資本的収支調整額４，４６２万７，０００円で補てんされております。

また、損益計算書では、総収益２６億５，３９０万７，０００円に対し、総費用は２１

億９４９万６，０００円で、当年度純利益は５億４，４４１万１，０００円となっており、

前年度からの繰越利益剰余金はございませんので、当年度純利益が当年度未処分利益剰余

金となっております。この当年度未処分利益剰余金は、全額減債積立金として翌年度に処

分するよう予定されております。

次に、経営内容について申し上げますと、施設の利用状況は、簡易水道事業を除く本市

の１日の配水能力は８万１，８３０立方メートル、１日の平均配水量は４万８，４７３立

方メートルであり、施設利用率は５９．２％で、前年度と比べ１．３ポイント下降してお

ります。また、１日の最大配水量は５万４，８１４立方メートルで、最大稼働率は６７．

０％となっており、施設能力に余裕があると言えます。

次に、１立方メートル当たりの給水原価は１３４円８０銭で、供給単価は１６３円１５

銭となっており、前年度に比べ給水原価は５７銭上がり、供給単価は４２銭下がっており

ます。

次に、労働生産性については、職員１人当たりの給水量は２０万６，０５３立方メート

ルで、前年度に比べ２，２５７立方メートルの増加、営業収益は３，５０９万７，５２５

円で、前年度に比べ７２万３，１９０円の増加、給水人口は１，６５０人で、前年度に比

べ４２人増加しております。

以上、決算審査内容につきましては概略を申し上げましたが、有収水量の増加が見込ま

れない状況下での事業運営に当たっては、費用対効果を考慮し、計画的・効率的な事業の

執行を行い、有収率のさらなる向上を図るとともに、一方では水道料金の収入の確保に努

められ、市民サービスを低下させないことを原則に、業務量の精査を図り、業務委託の推

進及び定員管理の適正化等により経済性を発揮する経営を行い、市民により安価で安全で

安定した水の提供を期待するものであります。

終わりに、審査に付された決算諸表は関係法令の規定に準拠して調整され、その計数は、

関係諸帳簿及び証拠書類と正確に符合し、適正なものと認められたところであります。
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平成１９年度決算の内容等詳細につきましては、お手元に配付いたしております「決算

審査意見書」により御了承賜りたいと存じます。

以上、簡単ではありますが、決算審査の結果についての御報告といたします。

○議長（山本一成君） 以上で、各議案に対する提案理由の説明及び水道事業会計決算に

対する審査意見の報告は終わりました。

お諮りいたします。

会期日程により全議案を考案に付したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本一成君） 御異議なしと認めます。

よって、全議案を考案に付すことに決定をいたしました。

以上で、本日の議事は終了いたしました。

次の本会議は、８月２７日定刻から開会をいたします。

本日は、これをもって散会をいたします。

午前１０時２０分 散会
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